
＜議案＞

Ａ 予算案件（２０件） 

１ 一般会計 

   （１）平成２８年度富山市一般会計予算 

     ア 歳入歳出予算  イ 継続費  ウ 債務負担行為  エ 地方債 

 ２ 特別会計 

   （１）平成２８年度富山市公債管理特別会計予算 

   ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

（２）平成２８年度富山市駐車場事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

   （３）平成２８年度富山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

   （４）平成２８年度富山市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 ア 歳入歳出予算   

   （５）平成２８年度富山市介護保険事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

（６）平成２８年度富山市国民健康保険事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

   （７）平成２８年度富山市企業団地造成事業特別会計予算 

   ア 歳入歳出予算  イ 地方債 
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（８）平成２８年度富山市白樺ハイツ事業特別会計予算 

 ア 歳入歳出予算 

（９）平成２８年度富山市牛岳温泉健康センター事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

   （10）平成２８年度富山市牛岳温泉スキー場事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

（11）平成２８年度富山市競輪事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

   （12）平成２８年度富山市農業集落排水事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

   （13）平成２８年度富山市公設地方卸売市場事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

（14）平成２８年度富山市軌道整備事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

（15）平成２８年度富山市賃貸住宅・店舗事業特別会計予算 

     ア 歳入歳出予算 

  ３ 企業会計 

   （１）平成２８年度富山市水道事業会計予算

  ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出 

ウ 企業債

（２）平成２８年度富山市工業用水道事業会計予算 

     ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出 

（３）平成２８年度富山市公共下水道事業会計予算 

 ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出 

     ウ 継続費        エ 企業債 
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 （４）平成２８年度富山市病院事業会計予算 

ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

ウ 企業債 

Ｂ 条例案件（４０件）

１ 富山市情報公開条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）公文書の公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求に

ついては、行政不服審査法第９条第１項本文の規定は、適用しないこと

とする。 

（２）情報公開審査会への諮問事項に、公文書の公開請求に係る不作為につ

いて審査請求があったときを加える。 

（３）情報公開審査会への諮問は、弁明書の写しを添えてしなければならな

いこととする。 

（４）意見書又は資料の提出について情報公開審査会が相当の期間を定めた

ときは、その期間内に提出しなければならないこととする。 

（５）情報公開審査会に提出された意見書又は資料が電磁的記録である場合、

閲覧は記録された事項を審査会が定める方法により表示したものにより、

写しの交付は記録された事項を記載した書面により行うこととする。 

（６）制度改正に伴う規定の整備 

（７）その他規定の整備 

（８）施行期日 平成２８年４月１日 

２ 富山市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）保有個人情報の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請 

求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に

ついては、行政不服審査法第９条第１項本文の規定は、適用しないこと

とする。 
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（２）個人情報保護審査会への諮問事項に、保有個人情報の開示請求、訂正

請求又は利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときを加

える。 

（３）個人情報保護審査会への諮問は、弁明書の写しを添えてしなければな

らないこととする。 

（４）意見書又は資料の提出について個人情報保護審査会が相当の期間を定

めたときは、その期間内に提出しなければならないこととする。 

（５）個人情報保護審査会に提出された意見書又は資料が電磁的記録である

場合、閲覧は記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの

により、写しの交付は記録された事項を記載した書面により行うことと

する。 

（６）制度改正に伴う規定の整備 

（７）その他規定の整備 

（８）施行期日 平成２８年４月１日 

３ 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 

（１）富山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 

     制度改正に伴う規定の整備 

（２）富山市職員の退職手当支給条例の一部改正 

     ア 引用法律の改正 

       「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）」 

↓

       「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）」 

     イ 制度改正に伴う規定の整備 

（３）富山市市税条例の一部改正 

      制度改正に伴う規定の整備 
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（４）富山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正 

      制度改正に伴う規定の整備 

（５）施行期日 平成２８年４月１日 

４ 富山市行政不服審査会条例制定の件 

   （１）趣旨 

   行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行に伴い、富山市行

政不服審査会を設置するもの。 

（２）富山市行政不服審査会の設置 

     ア 委員定数 ５人以内 

     イ 任期 ２年 

（３）施行期日 平成２８年４月１日 

５ 富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の

件 

   （１）引用条文の改正 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

６ 富山市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例制定の件                    

（１）傷病補償年金又は休業補償と同一の事由により障害厚生年金等が併給

される場合の調整率の改定 

      「０．８６」 → 「０．８８」 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

７ 富山市職員の退職管理に関する条例制定の件

（１）趣旨 

      地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地

方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関し必要な事項を定め

るもの。 
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（２）再就職者のうち、規則で定める職に離職した日の５年前の日より前に

就いていた者は、職員に対し、契約等事務であって離職した日の５年前

の日より前の職務（当該職に就いていたときの職務に限る。）に属する

ものに関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又はしないよ

うに要求し、又は依頼してはならない。 

（３）管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いて

いる職員であった者は、離職後２年間、営利企業以外の法人その他の団

体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限る。）又は営利企業の地位

に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定め

る場合を除き、規則で定めるところにより、市長に規則で定める事項を

届け出なければならない。 

（４）施行期日 平成２８年４月１日 

８ 富山市水力発電交付金基金条例を廃止する条例制定の件 

   （１）富山市水力発電交付金基金の廃止 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

９ 富山市立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）五福小学校の移転 

      「富山市五福３９９４番地」 → 「富山市五福４４３１番地２」 

（２）上滝幼稚園の廃止 

（３）施行期日 平成２８年４月１日 

10 富山市郷土博物館条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）施設の追加 

     ア 名称及び位置 

名 称 位 置 

富山市本丸亭 富山市本丸１番３２号 
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     イ 使用料 

種 別 使用時間区分による金額（円） 超過料金１

時間につき

（円） 

9時～ 

11時 

1 1時～

13時 

1 3時～

15時 

1 5時～

17時 

1 7時～

19時 

19時～

21時 

茶室及

び和室 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 1,250

（２）施行期日 平成２８年５月２１日 

11 富山市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者が、自立訓練を受けることが困難な障害者に対し通いサービ

スを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練とみなす

こととする。 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

12 富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定め

る条例及び富山市幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）私立の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額並

びに市立幼稚園の保育料を算定する際に用いる市町村民税所得割の額の

計算方法の改正 

     「所得割の額の計算においては、地方税法第３１４条の７、第３１４条

の８並びに附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第６

項の規定は適用しない。」 

↓

     「所得割の額の計算においては、子ども・子育て支援法施行規則第２０

条に規定する地方税法の規定は適用しない。」 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

13 富山市保育所条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）市立保育所の保育料を算定する際に用いる市町村民税所得割の額の計

算方法の改正 

     「所得割の額の計算においては、地方税法第３１４条の７、第３１４条
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の８並びに附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第６

項の規定は適用しない。」 

↓

     「所得割の額の計算においては、子ども・子育て支援法施行規則第２０

条に規定する地方税法の規定は適用しない。」 

（２）保育所の移転 

     ア 堀川保育所 

       「富山市堀川小泉町一丁目１６番２４号」 

↓

       「富山市磯部町三丁目９番３号」 

 イ 豊田保育所 

       「富山市豊若町一丁目６番１３号」 

↓

       「富山市豊田本町一丁目２番３号」 

（３）堀川保育所の時間外保育料の区分の追加 

区  分 時間外保育料（円） 

午後４時４５分から午後６時１５

分まで 

日利用 １回  ３００

月利用 月額５，０００

午後６時１５分から午後７時まで 日利用 １回  ３００

月利用 月額５，０００

（４）施行期日 平成２８年４月１日。ただし、（２）ア、（３）は平成２

８年３月２８日、（２）イは規則で定める日。 

14 富山市立和光寮条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）和光寮の移転 

      「富山市中市二丁目１番５号」 → 「富山市西番１０４番地１」 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 
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15 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件 

（１）富山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正 

      引用条文の改正 

（２）富山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正 

      引用条文の改正 

（３）施行期日 平成２８年４月１日 

16 富山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）指定療養通所介護の基準の削除 

（２）基準該当短期入所生活介護の事業を行うためには、基準該当短期入所

生活介護事業所は特定の事業所に併設しなければならないが、併設する

ことができる事業所に指定地域密着型通所介護事業所を加える。 

（３）受託居宅サービス事業者が外部サービス利用型指定特定施設において

提供する受託居宅サービスに指定地域密着型通所介護を加える。 

（４）施行期日 平成２８年４月１日 

17 富山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）地域密着型通所介護及び指定療養通所介護の事業の人員、設備及び運

営に関する基準については、次のものを除き、省令の基準どおりとする。 

      記録の保存年限 

省令 条例 

２年 ５年 

      省令 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第３４号） 
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（２）指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提

供に当たっては、運営推進会議を設置し、おおむね６箇月に１回以上運

営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受ける

とともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけ

ればならないこととする。また、当該報告、評価、要望、助言等につい

ての記録を作成し、公表しなければならないこととする。 

（３）引用条文の改正 

（４）その他規定の整備 

（５）施行期日 平成２８年４月１日

18 富山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、

受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託することができる事業

者に指定地域密着型サービス事業者を加える。 

（２）受託介護予防サービス事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定

施設において提供する受託介護サービスに指定地域密着型通所介護を加

える。   

（３）附則で富山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（平成２７年富山

市条例第２３号）附則第３項の規定によりなおその効力を有するものと

された同条例による改正前の富山市指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正 

    指定介護予防通所介護事業者が指定地域密着型通所介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定地域密着型通

所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

は、指定地域密着型通所介護事業所の人員又は設備に関する基準を満た

すことをもって、指定介護予防通所介護事業所の人員又は設備に関する
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基準を満たしているものとみなすことができることとする。 

（４）施行期日 平成２８年４月１日 

19 富山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に当たっては、運営推進会議を設置し、おおむね６

箇月に１回以上運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議に

よる評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならないこととする。また、当該報告、評価、要

望、助言等についての記録を作成し、公表しなければならないこととす

る。 

（２）引用条文の改正  

（３）その他規定の整備 

（４）施行期日 平成２８年４月１日 

20 富山市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）賦課限度額の改定 

     ア 基礎賦課額 

       「５２０，０００円」 → 「５４０，０００円」 

イ 後期高齢者支援金等賦課額 

       「１７０，０００円」 → 「１９０，０００円」 

（２）軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額の改定 

     ア ５割軽減 

       「２６０，０００円」 → 「２６５，０００円」 

     イ ２割軽減 

       「４７０，０００円」 → 「４８０，０００円」 

（３）その他規定の整備 
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（４）施行期日 平成２８年４月１日 

21 富山市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）保健福祉センターの移転 

      ア 大沢野保健福祉センター 

        「富山市高内３６５番地」 → 「富山市高内３３３番地」 

イ 大山保健福祉センター 

        「富山市三室荒屋８３０番地」 → 「富山市上滝５２５番地」 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

22 富山市富南会館条例制定の件 

（１）趣旨 

      市民の文化の向上と福祉の増進に寄与するため、富山市富南会館を設

置するもの。 

（２）位置 富山市悪王寺１２８番地 

（３）施設 

     ア 会議室 

     イ 多目的ホール 

     ウ 和室 

     エ 料理室 

     オ その他必要な施設 

（４）使用料 

種 別 

使用時間区分による金額（円） 超過料金 

1時間に 

つき（円） 

9時～

12時 

13時～

17時 

18時～

22時 

9時～

17時 

13時～

22時 

9時～

22時 

小会議室 3,200 4,200 3,800 7,400 8,000 11,200 1,100

中会議室 6,000 8,000 7,200 14,000 15,200 21,200 2,000

多目的 

ホール 

10,800 14,400 12,900 25,200 27,300 38,100 3,600

和 室 4,600 6,200 5,500 10,800 11,700 16,300 1,600

料理室 3,800 5,100 4,600 8,900 9,700 13,500 1,300
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冷房又は暖房期間中に会館を使用する場合は、この表に定める額の２０パ

ーセントに相当する額を加算する。 

（５）施行期日 平成２８年６月１日 

23 富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）錬成館の廃止 

（２）牧体育館の廃止 

（３）施行期日 平成２８年４月１日 

24 富山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例制定の件 

（１）趣旨 

消費者安全法第１０条の２第１項の規定に基づき、消費生活センター

の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるもの。 

（２）消費生活センターには、所長、消費生活相談員その他消費生活センタ

ーの事務を行うために必要な職員を置く。 

（３）消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受け

た法人の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上

の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者とする。 

（４）市長は、事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防

止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとす

る。 

（５）施行期日 平成２８年４月１日 

25 富山市商工業振興条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）融資のあっせんを行う対象の追加 

      融資のあっせんを行う対象に、特定事業を行う特定非営利活動法人で

あって、常時使用する従業員の数が３００人（小売業を主たる事業とす

る事業者については５０人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする

事業者については１００人）以下のものを加える。 
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（２）施行期日 平成２８年４月１日 

26 富山市水橋商工文化会館条例を廃止する条例制定の件 

   （１）富山市水橋商工文化会館の廃止 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

27 富山国際会議場条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）アートサロンの廃止 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

28 富山市浜黒崎キャンプ場条例を廃止する条例制定の件 

   （１）浜黒崎キャンプ場の廃止 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

29 富山市集落センター等条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）題名の改正 

「富山市集落センター等条例」 → 「富山市集落センター条例」 

（２）富山市平等集落センター、富山市道島地区農村集落多目的共同利用施

設及び富山市音川東部地区農村集落多目的共同利用施設の廃止 

（３）その他規定の整備 

（４）施行期日 平成２８年４月１日 

30 富山市農業委員会の委員の定数を定める条例制定の件 

   （１）題名の改正 

      「富山市農業委員会に関する条例」 

↓

      「富山市農業委員会の委員の定数を定める条例」 

（２）委員定数 

委員定数は、２４人とする。 
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（３）附則で富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正 

      部会の廃止に伴い、部会長の報酬の額の規定を削除する。 

（４）施行期日 平成２８年４月１日 

31 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例制定の件 

（１）富山市職員定数条例の一部改正 

      引用条文の改正 

（２）富山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正 

      引用条文の改正 

（３）施行期日 平成２８年４月１日 

  32 富山市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部を改正する

条例制定の件 

（１）附置義務の緩和 

 やむを得ない理由がなくとも、建築物から２００メートル以内の場所

に駐車施設を設けることができることとする。 

（２）駐車施設の規模の基準の緩和 

     ア 建築物の全部を非特定用途に供するもの 

       「４５０平方メートルまでごとに１台分」 

↓

       「６００平方メートルまでごとに１台分」 

     イ 建築物の全部を特定用途に供するもの 

       「３００平方メートルまでごとに１台分」 

↓

       「４００平方メートルまでごとに１台分」 

（３）駐車台数１台あたりの規模の緩和 

      １台あたりの奥行 

      「６メートル以上」 → 「５メートル以上」 
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（４）その他規定の整備 

（５）施行期日 平成２８年４月１日 

33 富山市コミュニティバス条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）路線の廃止 

      国際大学線、町内線 

（２）路線名の変更 

      「環状線」 → 「八尾環状線」 

      「中核線」 → 「八尾中核線」 

      「八尾線」 → 「山田八尾線」 

      「谷線」 → 「谷・牛岳温泉スキー場線」 

      「スキー場線」 → 「牛岳温泉スキー場線」 

（３）施行期日 平成２８年４月１日 

34 富山市自転車駐車場の附置等に関する条例制定の件 

（１）趣旨 

     自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関す

る法律に基づき、自転車の大量の駐車需要を生じさせる建築物における

自転車駐車場の附置及び管理について必要な事項を定めるもの。 

（２）自転車駐車場の附置義務 

      商業地域内において、次に掲げる用途に供する建築物で、当該用途に

供する部分の面積を合計した面積（自動車の駐車のための施設及び自転

車駐車場の用途に供する部分の床面積を除く。）が１，０００平方メー

トルを超えるものを新築する者は、当該用途に供する部分の面積を合計

した面積に対して２５０平方メートルまでごとに１台分以上の規模を有

する自転車駐車場を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなけ

ればならない。 

建築物の用途 遊技場、小売店舗・コンビニエンスストア、飲食店・

カラオケボックス、レンタルビデオ店、スポーツ施設

、官公署、銀行、郵便局、学校施設、映画館・劇場、

病院・診療所、共同住宅等建築物、事務所 
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（３）自転車駐車場の構造及び設備 

      附置する自転車駐車場は、駐車台数１台につき、幅０．６メートル以

上、奥行１．９メートル以上とし、利用者の安全が確保され、かつ、自

転車が有効に駐車できるものでなければならない。ただし、特殊の装置

を用いる自転車駐車場で、自転車を効率的に駐車させることができると

市長が認めるものについては、この限りでない。 

（４）自転車駐車場の管理 

      附置された自転車駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車駐車場を

その目的に適合するよう管理しなければならない。 

（５）罰則 

      措置命令に従わなかった者は１０万円以下の罰金に、報告を怠り、若

しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

者は３万円以下の罰金に処する。 

（６）施行期日 平成２８年１０月１日 

35 富山市建築審査会条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）委員の任期は、２年とする。 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

36 富山市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）長期優良住宅認定制度の改正に伴う手数料の追加 

     ア 増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定に関する事務 

（ア）登録住宅性能評価機関による技術的審査を経ていないとき 

住戸の数が１のもの ６８，０００円 

住戸の数が２以上５以下のもの １６０，０００円 

住戸の数が６以上１０以下のもの ２５０，０００円 

住戸の数が１１以上３０以下のもの    ５００，０００円 

住戸の数が３１以上５０以下のもの    ９００，０００円 

住戸の数が５１以上１００以下のもの １，５００，０００円 

住戸の数が１０１以上２００以下のもの ２，９００，０００円 

住戸の数が２０１以上３００以下のもの ４，１００，０００円 

住戸の数が３０１以上のもの  ５，０００，０００円 
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（イ）登録住宅性能評価機関による技術的審査を経ているとき 

住戸の数が１のもの      ９，０００円 

住戸の数が２以上５以下のもの     １８，０００円 

住戸の数が６以上１０以下のもの     ３２，０００円 

住戸の数が１１以上３０以下のもの     ４６，０００円 

住戸の数が３１以上５０以下のもの     ８６，０００円 

住戸の数が５１以上１００以下のもの    １５０，０００円 

住戸の数が１０１以上２００以下のもの    ２４０，０００円 

住戸の数が２０１以上３００以下のもの    ３００，０００円 

住戸の数が３０１以上のもの    ３２０，０００円 

     イ 増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の変更の認定に関する

事務 

（ア）登録住宅性能評価機関による技術的審査を経ていないとき 

住戸の数が１のもの     ３８，０００円 

住戸の数が２以上５以下のもの     ８９，０００円 

住戸の数が６以上１０以下のもの    １４０，０００円 

住戸の数が１１以上３０以下のもの    ２７０，０００円 

住戸の数が３１以上５０以下のもの    ４９０，０００円 

住戸の数が５１以上１００以下のもの    ８５０，０００円 

住戸の数が１０１以上２００以下のもの  １，６００，０００円 

住戸の数が２０１以上３００以下のもの  ２，２００，０００円 

住戸の数が３０１以上のもの  ２，７００，０００円 

（イ）登録住宅性能評価機関による技術的審査を経ているとき 

        （１）ア（イ）に掲げる額 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴う手数料

の新設 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関する事務 

（ア）一戸建ての住宅の認定 

      ａ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証がないとき 

住宅部分の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

  ３４，０００円
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住宅部分の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

  ３９，０００円

ｂ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証があるとき 

        ５，０００円 

（イ）共同住宅の住棟全体又は住戸部分の認定を含む住棟全体の認定 

      ａ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証がないとき   

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

  ７０，０００円

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

 １１７，０００円

住棟部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１９９，０００円

住棟部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

 ２８５，０００円

ｂ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証があるとき 

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

  １０，０００円

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

  ２０，０００円

住棟部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

４６，０００円

住棟部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

  ８２，０００円
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（ウ）非住宅の認定 

      ａ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証が

ないとき 

      （ａ）モデル建物法によるもの 

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

  ８７，０００円

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

 １４８，０００円

非住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

２３９，０００円

非住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

３１３，０００円

非住宅部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

３７６，０００円

住棟部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

 ４４１，０００円

      （ｂ）標準入力法又は主要室入力法によるもの 

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

 ２３０，０００円

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

 ３７３，０００円

非住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

５３２，０００円

非住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

６５６，０００円

非住宅部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

７７５，０００円
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住棟部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

 ８８４，０００円

ｂ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証が

あるとき   

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

  １０，０００円

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

  ２７，０００円

非住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

８２，０００円

非住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

１３０，０００円

非住宅部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

１６４，０００円

住棟部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

 ２０５，０００円

（エ）住宅部分を含む複合建築物における建築物全体の認定又は住戸部

分の認定を含む建築物全体の認定 

       （２）ア（ア）に掲げる額又は（２）ア（イ）に掲げる額に、 

（２）ア（ウ）に掲げる額を加算した額 

イ 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定に関する事務 

（ア）一戸建ての住宅の認定 

      ａ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証がないとき 

住宅部分の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

  ２０，０００円

住宅部分の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

  ２２，０００円
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ｂ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証があるとき 

        ５，０００円 

    （イ）共同住宅の住棟全体又は住戸部分の認定を含む住棟全体の認定 

      ａ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証がないとき   

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

  ３９，０００円

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

  ６８，０００円

住棟部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

１２１，０００円

住棟部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

 １８２，０００円

ｂ 設計住宅性能評価書又は建築物エネルギー消費性能向上計画に

係る技術的審査適合証があるとき 

        （２）ア（イ）ｂに掲げる額 

（ウ）非住宅の認定 

      ａ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証が

ないとき   

      （ａ）モデル建物法によるもの 

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

  ４９，０００円

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

  ８７，０００円

非住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

１５９，０００円
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非住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

２２０，０００円

非住宅部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

２６８，０００円

住棟部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

 ３２０，０００円

      （ｂ）標準入力法又は主要室入力法によるもの 

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル未満のもの 

 １２０，０００円

非住宅部分の床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

 ２００，０００円

非住宅部分の床面積の合計が２，０

００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のもの 

３０６，０００円

非住宅部分の床面積の合計が５，０

００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のもの 

３９１，０００円

非住宅部分の床面積の合計が１０，

０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のもの 

４６８，０００円

住棟部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートル以上のもの 

 ５４２，０００円

ｂ 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証が

あるとき 

（２）ア（ウ）ｂに掲げる額 

（エ）住宅部分を含む複合建築物における建築物全体の認定又は住戸部

分の認定を含む建築物全体の認定 

       （２）イ（ア）に掲げる額又は（２）イ（イ）に掲げる額に、 

（２）イ（ウ）に掲げる額を加算した額 
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     ウ 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に関する事

務 

（ア）一戸建ての住宅の認定 

      ａ 建設住宅性能評価書、建築物のエネルギー消費性能基準に係る

技術的審査適合証、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知

書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書がないとき 

      （ａ）性能基準によるもの 

住宅部分の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

  ３４，０００円

住宅部分の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

  ３９，０００円

（ｂ）仕様基準によるもの   

住宅部分の床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの 

  １８，０００円

住宅部分の床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの 

  １９，０００円

ｂ 建設住宅性能評価書、建築物のエネルギー消費性能基準に係る

技術的審査適合証、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知

書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書があるとき 

      ５，０００円 

（イ）共同住宅の住棟全体又は住戸部分の認定を含む住棟全体の認定 

ａ 建設住宅性能評価書、建築物のエネルギー消費性能基準に係る

技術的審査適合証、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知

書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書がないとき 

      （ａ）性能基準によるもの 

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

  ７０，０００円

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

 １１７，０００円

住棟部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

 １９９，０００円
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住宅部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

 ２８５，０００円

      （ｂ）仕様基準によるもの   

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの 

  ３３，０００円

住棟部分の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メー

トル未満のもの 

  ５８，０００円

住棟部分の床面積の合計が２，００

０平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のもの 

 １０４，０００円

住宅部分の床面積の合計が５，００

０平方メートル以上のもの 

 １５８，０００円

ｂ 建設住宅性能評価書、建築物のエネルギー消費性能基準に係る

技術的審査適合証、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知

書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書があるとき 

      （２）ア（イ）ｂに掲げる額 

（ウ）非住宅の認定 

ａ 建築物のエネルギー消費性能基準に係る技術的審査適合証、建

築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書又は低炭素建築物新

築等計画認定通知書がないとき 

         （２）ア（ウ）ａに掲げる額 

ｂ 建築物のエネルギー消費性能基準に係る技術的審査適合証、建

築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書又は低炭素建築物新

築等計画認定通知書があるとき 

           （２）ア（ウ）ｂに掲げる額 

（エ）住宅部分を含む複合建築物における建築物全体の認定又は住戸部

分の認定を含む建築物全体の認定 

       （２）ウ（ア）に掲げる額又は（２）ウ（イ）に掲げる額に、 

（２）ウ（ウ）に掲げる額を加算した額 
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（３）行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行に伴う手数料の新

設 

書面若しくは書類等の

写し又は電磁的記録に

記録された事項を記載

した書面の交付 

書面若しくは書類等を複写機により複写した

もの又は電磁的記録に記録された事項を記載

した書面を印刷物として出力したもの 

（１）単色刷りのもの１枚につき １０円 

（２）多色刷りのもの１枚につき ５０円 

（４）施行期日 平成２８年４月１日 

37 富山市地域広場条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）地域広場の追加 

富山市婦中広田地域広場 富山市婦中町広田５３００番地２０ 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 

38 富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例制定の件 

（１）経営の基本の改正 

下水道事業 

     ア 計画処理人口 

       「４０１，９２５人」 

↓

「３９４，０７０人」 

     イ １日最大処理水量 

       「２６９，９４５立方メートル」 

↓

「２６６，９４１立方メートル」 

（２）施行期日 平成２８年４月１日 
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39 富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件 

   （１）傷病補償年金（第２２条に規定する公務上の災害に係るものを除く。）

又は休業補償と同一の事由により障害厚生年金等が併給される場合の調 

整率の改定 

      「０．８６」 → 「０．８８」 

（２）傷病補償年金（第２２条に規定する公務上の災害に係るものに限る。）

と同一の事由により障害厚生年金等が併給される場合の調整率の改定 

      第１級の傷病等級 「０．９０」→「０．９１」 

      第２級の傷病等級 「０．９０」→「０．９２」 

      上記以外の傷病等級「０．９１」→「０．９２」 

（３）施行期日 平成２８年４月１日 

40 富山市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）器具の追加 

種 類 離隔距離（ｃｍ） 

上方 側方 前方 後方 

グリドル付こんろ 不燃以外 １００ １５ １５ １５

不燃 ８０  ０ ─  ０

５．８ｋＷ以下の電

磁誘導加熱式調理器 

不燃以

外 

器具 １００  ２  ２  ２

発熱体 ─ １０ ─ １０

不燃 器具 ８０  ０ ─  ０

発熱体 ─  ０ ─  ０

（２）形態の名称の改正 

      「ドロップイン式」 → 「組込型」 

（３）施行期日 平成２８年４月１日 
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Ｃ その他の議決案件（１０件）

１ 富山市過疎地域自立促進計画策定の件 

  ２ 辺地に係る総合整備計画策定の件 

３ 辺地に係る総合整備計画の変更に関する件 

  ４ 訴えの提起の件 

    市有地（法定外公共物）内に設置されている工作物等の撤去及び土地の明

け渡し等を請求するため、訴えを提起するもの 

５ 財産の無償譲渡の件 

    浜黒崎キャンプ場のログハウス等を株式会社浜黒崎観光協会へ譲渡するも

の 

６ 財産の無償貸付の件 

    浜黒崎キャンプ場の土地を株式会社浜黒崎観光協会へ貸付するもの 

７ 財産の無償譲渡の件 

平等集落センターの土地及び建物を平等自治会へ譲渡するもの 

８ 財産の無償譲渡の件 

音川東部地区農村集落多目的共同利用施設の土地及び建物を下瀬自治会へ

譲渡するもの 

９ 財産の無償譲渡の件 

道島地区農村集落多目的共同利用施設の建物を三高自治会へ譲渡するもの 

10 市道路線の認定及び廃止の件
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＜その他＞ 

Ｄ 追加提出（５件）

１ 契約案件（１件） 

（１）包括外部監査契約締結の件 

２ 人事案件（４件） 

（１）富山市教育委員会の委員の任命に関し同意を求める件 

（２）富山市公平委員会の委員の選任に関し同意を求める件 

（３）富山市固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求める件 

（４）人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求める件 
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（単位：千円、％）

区　　分　　

予算案　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

　一般会計 155,770,762 45.1 168,153,778 47.8 ▲ 12,383,016 92.6

　1 公債管理特別会計 30,289,744 8.8 27,543,610 7.8 2,746,134 110.0

　2 駐車場事業特別会計 428,090 0.1 455,192 0.1 ▲ 27,102 94.0

　3 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 28,791 0.0 28,728 0.0 63 100.2

　4 後期高齢者医療事業特別会計 9,483,534 2.7 9,240,690 2.6 242,844 102.6

　5 介護保険事業特別会計 40,097,359 11.6 39,372,418 11.2 724,941 101.8

　6 国民健康保険事業特別会計 44,516,179 12.9 44,157,019 12.6 359,160 100.8

　7 企業団地造成事業特別会計 232,127 0.1 1,336,028 0.4 ▲ 1,103,901 17.4

　8 白樺ハイツ事業特別会計 65,704 0.0 65,371 0.0 333 100.5

　9 牛岳温泉健康センター事業特別会計 67,038 0.0 67,950 0.0 ▲ 912 98.7

 10 牛岳温泉スキー場事業特別会計 172,416 0.0 164,085 0.0 8,331 105.1

 11 競輪事業特別会計 17,142,915 5.0 13,612,798 3.9 3,530,117 125.9

 12 農業集落排水事業特別会計 1,349,526 0.4 1,351,468 0.4 ▲ 1,942 99.9

 13 公設地方卸売市場事業特別会計 467,860 0.1 807,733 0.2 ▲ 339,873 57.9

 14 軌道整備事業特別会計 23,217 0.0 17,472 0.0 5,745 132.9

 15 賃貸住宅・店舗事業特別会計 180,424 0.1 190,609 0.1 ▲ 10,185 94.7

144,544,924 41.8 138,411,171 39.3 6,133,753 104.4

 16 水道事業会計 9,589,724 2.8 9,522,162 2.7 67,562 100.7

 17 工業用水道事業会計 359,089 0.1 472,841 0.1 ▲ 113,752 75.9

 18 公共下水道事業会計 22,150,705 6.4 22,127,422 6.3 23,283 100.1

 19 病院事業会計 13,153,706 3.8 13,461,497 3.8 ▲ 307,791 97.7

45,253,224 13.1 45,583,922 12.9 ▲ 330,698 99.3

345,568,910 100.0 352,148,871 100.0 ▲ 6,579,961 98.1

　　会　計　名

合　　　　計

特
別
会
計

企
業
会
計

　特別会計　小計

　企業会計　小計

財務部手持資料

対前年度比較

平成２８年度　富山市予算案　会計別構成

平成２８年度 平成２７年度
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（歳入）

区　　分　　

予算案　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 市税 72,013,465 46.2 70,155,892 41.7 1,857,573 102.6

2 地方譲与税 1,323,200 0.8 1,222,700 0.8 100,500 108.2

3 利子割交付金 115,000 0.1 140,000 0.1 ▲ 25,000 82.1

4 配当割交付金 635,000 0.4 489,000 0.3 146,000 129.9

5 株式等譲渡所得割交付金 350,000 0.2 258,000 0.2 92,000 135.7

6 地方消費税交付金 8,977,000 5.8 7,278,000 4.3 1,699,000 123.3

7 ゴルフ場利用税交付金 77,000 0.0 79,000 0.0 ▲ 2,000 97.5

8 自動車取得税交付金 247,000 0.2 161,000 0.1 86,000 153.4

9 地方特例交付金 240,000 0.2 250,000 0.1 ▲ 10,000 96.0

10 地方交付税 17,400,000 11.2 20,200,000 12.0 ▲ 2,800,000 86.1

11 交通安全対策特別交付金 80,000 0.1 80,000 0.0 0 100.0

12 分担金及び負担金 605,910 0.4 1,386,075 0.8 ▲ 780,165 43.7

13 使用料及び手数料 3,385,207 2.2 3,497,529 2.1 ▲ 112,322 96.8

14 国庫支出金 19,457,435 12.5 21,227,853 12.6 ▲ 1,770,418 91.7

15 県支出金 10,510,705 6.7 9,522,844 5.7 987,861 110.4

16 財産収入 337,129 0.2 368,212 0.2 ▲ 31,083 91.6

17 繰入金 1,733,911 1.1 4,113,206 2.5 ▲ 2,379,295 42.2

18 諸収入 3,496,500 2.2 3,332,667 2.0 163,833 104.9

19 市債 14,786,300 9.5 24,391,400 14.5 ▲ 9,605,100 60.6

寄附金 400 0.0 ▲ 400 皆減

155,770,762 100.0 168,153,778 100.0 ▲ 12,383,016 92.6

平成２８年度　一般会計予算案　歳入　款別構成

平成28年度

　　　　款

合　　　　計

対前年度比較平成27年度

（単位：千円、％）
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（単位：千円、％）

　　　　　　　　　　　区　分
平成２８年度 平成２７年度

予算案 Ａ 予算額 Ｂ Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 市税 72,013,465 70,155,892 1,857,573 102.6

(1)　市民税 31,863,465 31,317,892 545,573 101.7

　　ア　個人 23,469,465 23,114,892 354,573 101.5

　　イ　法人 8,394,000 8,203,000 191,000 102.3

(2)　固定資産税 28,961,000 28,459,000 502,000 101.8

(3)　軽自動車税 970,000 826,000 144,000 117.4

(4)　市たばこ税 2,830,000 2,872,000 ▲ 42,000 98.5

(5)　入湯税 105,000 122,000 ▲ 17,000 86.1

(6)　事業所税 3,437,000 3,390,000 47,000 101.4

(7)　都市計画税 3,847,000 3,169,000 678,000 121.4

2 地方譲与税 1,323,200 1,222,700 100,500 108.2

(1)　地方揮発油譲与税 358,000 385,000 ▲ 27,000 93.0

(2)　自動車重量譲与税 943,000 823,000 120,000 114.6

(3)　特別とん譲与税 2,200 2,700 ▲ 500 81.5

(4)　航空機燃料譲与税 20,000 12,000 8,000 166.7

3 利子割交付金 115,000 140,000 ▲ 25,000 82.1

4 配当割交付金 635,000 489,000 146,000 129.9

5 株式等譲渡所得割交付金 350,000 258,000 92,000 135.7

6 地方消費税交付金 8,977,000 7,278,000 1,699,000 123.3

7 ゴルフ場利用税交付金 77,000 79,000 ▲ 2,000 97.5

8 自動車取得税交付金 247,000 161,000 86,000 153.4

9 地方特例交付金 240,000 250,000 ▲ 10,000 96.0

10 地方交付税 17,400,000 20,200,000 ▲ 2,800,000 86.1

(1)　普通交付税 15,500,000 18,300,000 ▲ 2,800,000 84.7

(2)　特別交付税 1,900,000 1,900,000 0 100.0

11 臨時財政対策債 6,500,000 7,700,000 ▲ 1,200,000 84.4

12 競輪事業収入 160,000 100,000 60,000 160.0

13 その他 885,497 1,737,326 ▲ 851,829 51.0

108,923,162 109,770,918 ▲ 847,756 99.2

平成２８年度　市税等の一般財源案

　款　項

合　　計

対前年度比較
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（単位：千円、％）

予算案 Ａ 構成比 予算額 Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

平成２８年度　一般会計予算案　歳出　目的（款）別構成

（歳出）

　　　　　　　区　分

　款

平成２８年度 平成２７年度 対前年度比較

　1 議会費 785,575 0.5 866,032 0.5 ▲80,457 90.7

1,544,628 102.9

　2 総務費 16,630,099 10.7 20,912,244 12.4 ▲4,282,145

6.5 11,174,215 6.6 ▲1,038,790

79.5

　3 民生費 54,907,519 35.2 53,362,891 31.7

90.7

　5 労働費 762,597 0.5 767,091 0.5 ▲4,494 99.4

　4 衛生費 10,135,425

▲241,796 94.9

　6 農林水産業費 4,172,352 2.7 4,668,148 2.8 ▲495,796

15.1 26,196,649 15.6 ▲2,656,183

89.4

　7 商工費 4,466,987 2.9 4,708,783 2.8

89.9

　9 消防費 4,706,193 3.0 5,194,070 3.1 ▲487,877 90.6

　8 土木費 23,540,466

0 100.0

 10 教育費 11,630,391 7.5 15,965,905 9.5 ▲4,335,514

15.3 24,217,250 14.4 ▲304,592

72.8

 11 災害復旧費 20,500 0.0 20,500 0.0

98.7

 13 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 100.0

 12 公債費 23,912,658

92.6合　　計 155,770,762 100.0 168,153,778 100.0 ▲12,383,016

33



（単位：千円、％）

　　　　　　　　　　  区　分あ

予算案　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 人件費 25,697,522 16.5 26,032,779 15.5 ▲335,257 98.7

2 扶助費 29,372,650 18.9 29,070,920 17.3 301,730 101.0

3 公債費 23,912,658 15.3 24,217,250 14.4 ▲304,592 98.7

78,982,830 50.7 79,320,949 47.2 ▲338,119 99.6

4 普通建設事業費 16,200,416 10.4 26,525,539 15.8 ▲10,325,123 61.1

(1) 補助事業費 8,332,421 5.4 12,494,920 7.4 ▲4,162,499 66.7

(2) 単独事業費 6,767,033 4.3 12,749,321 7.6 ▲5,982,288 53.1

(3) 県営事業負担金 1,100,962 0.7 1,281,298 0.8 ▲180,336 85.9

5 災害復旧事業費 20,500 0.0 20,500 0.0 0 100.0

16,220,916 10.4 26,546,039 15.8 ▲10,325,123 61.1

6 物件費 21,006,115 13.5 21,575,627 12.8 ▲569,512 97.4

7 維持補修費 1,616,733 1.0 1,587,931 0.9 28,802 101.8

8 補助費等 18,932,103 12.2 20,055,627 11.9 ▲1,123,524 94.4

(1) 負担金寄附金 9,125,212 5.9 10,036,804 6.0 ▲911,592 90.9

(2) 補助交付金 8,822,659 5.7 9,014,317 5.3 ▲191,658 97.9

(3) その他 984,232 0.6 1,004,506 0.6 ▲20,274 98.0

9 積立金 27,168 0.0 60,451 0.0 ▲33,283 44.9

10 投資及び出資金 1,927,404 1.2 1,815,405 1.1 111,999 106.2

11 貸付金 1,230,120 0.8 1,174,853 0.7 55,267 104.7

12 繰出金 15,727,373 10.1 15,916,896 9.5 ▲189,523 98.8

13 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 100.0

155,770,762 100.0 168,153,778 100.0 ▲12,383,016 92.6

投資的経費　小計

　合　　　計

平成２８年度　一般会計予算案　性質別構成

平成２８年度 平成２７年度 対前年度比較

　性　質

義務的経費　小計
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